
重要事項説明書
この重要事項説明書（以下「本書面」といいます）は、電気事業法（昭和39年7月11日法律第170号）第2条の13、第2条の14、電気事業法等の 一部を改
正する法律（平成2 6年法律第72号）、および小売電気事業の登録の申請等に関する省令（平成27年経済産業省令第58号）に基づき小売電気事業者が、
需要家のお客様に、契約に先立ってあらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。また、本書面に記載事項を説明後、本書面をお客
様に交付します。
なお、本書面の内容は最終的な 契約内容とは必ずしも同 一になるとは限りません。
本書面の項番号「小売電気事業の登録の申請等に関する省令』第3条第1項の号番号の対応は以下の通りです。

［本 書 面］ 1項→省令1号／2項→3、18号／3項→5号／4項→7、13号／5項→9、14号／6項→8、9号／
7項→22号／8項→9号／9項→15、24号／10項→25号

和:1?1

□ | l ． 小売叫気事菜者氏名・名称
株式会社オカモト
〒080-0804
北海逍帯広市束4粂南10丁目2番地
電話番号：0155-22-3200
登録番号：A0318

□ | 2．各種お問い合わせ先
［電気料金、契約変更その他契約事項に関する事項全般のお問合せ先］
株式会社オカモト （インフラライフ事業本部）

電話番号：0155-22-3205
コンタクトセンタ ー ：0120-989-155 ナビダイヤル2（平日8時30分～17時30分 土日祝日及び年末年始は休業）

［停電その他電気事故等に関する緊急のお問合せ先）
北海逍エリア：北海道電カネットワ ーク株式会社 本店：011-251-1123（代表）

お近くのほくでんネットワ ークー買：https://www.hepco.eo.jp/network/corporate/company/branch/index.html
束北エリア：束北電カネットワ ーク株式会社 ネットワ ークコールセンタ ー：0120-175-366
束京エリア：東京電カバワ ー グリッド株式会社 電話番号：0120-995-007 03-6375-9803（有料）

お問い合わせHP: https://www.tepco.eo.jp/pg/user/contact.html 
中部エリア：中部竜カバワ ー グリッド株式会社 電話番号：0120-985-232

停電について：https://powergrid.chuden.co.jp/faq/inquiry/inq_about/
北陸エリア：北陸電力送配塩株式会社 電話番号：0120-837-119
関西エリア：関西電力送配電株式会社 鼈話番号：0800-777-3081 050-3085-3081（有料）

お問い合わせ窓口：https://www.kansai-td.eo.jp/faq/contact/
中国エリア：中国鼈カネットワ ーク株式会社

お問い合わせフリー ダイヤルー哀：https://www.energia.eo.jp/nw/company/office/freedial/index.html
四国エリア：四国電力送配電株式会社

ネットワ ー クコールセンター一笈：https://www.yonden.eo.jp/nw/contact/call-center/index.html
九州エリア：九州電力送配電株式会社

送配塩コールセンター一覧：https://www.kyuden.co_jp/td_functions_office_index.html#kyushumap

□ | 3． 遣気笛給契約の申込方法
当社WEBサイト等での霜子的な申込、あるいは当社指定の申込用紙に必要事項※1を記載の上提出していただきます。
※1 お客様氏名・住所・連絡先、供給地点特定番号•お客様番号、支払方法の情報が必要になります。

□ I 4．供給電力、供給電力量の計測方法、料金の算出方法、閾定方法
l ． 電気料金の算定期間

約款該当条文

(1)電気料金は、お客様との電気需給契約書に記載の需給開始日から適用し、算定期間 第18条

(2）げ雷開贄算て電気需給契約書に定める毎月の検針基準日の間の1 月といたします。 I :::: 
電力供給の開始・廃止、契約変更等が生じた場合の電力料金について、基本料金は
日割り計算（下記の計算方式）により精算し、電力量料金は使用分につき精算いたし
ます。
基本料金 ＝ 一ヶ月の基本料金 x （日割計算対象日数 十 該当月の日数）

2 ． 電気料金の算定方式、計量方法 l 第15条

(1)電気料金は、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計と
いたします。
また、算定の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかにお客様にお知らせいたします。
電気料金 ＝ 基本料金（力率割引・割増を含む）

＋ 電力量料金（燃料費調整額を含む）
＋ 再生可能エネルギ一発電促進賦課金※1

(2)基本料金 1 第20条

ア 従量電灯A（関西、中国、四国）：基本料金なしの最低料金制（最低料金は契約 第21条

プランに基つく）
従量電灯B（北海道、東北、東京、中部、北陸、九州）：契約電流（A）と契約プラ
ンに基つく
それ以外：契約容量(kVA)もしくは契約電力(kW) X 基本料金単価 x
((185ーカ率※2)/100)

イ 基本料金単価は、お客様との電気需給契約により定めます。

和ガ●

(3)電力量料金
ア 電力量料金は、算定期間における使用電力量と、電気需給契約に定めた電力量

料金単価および 燃料費調整
単価から、以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 ＝ 使用電力量（kWh) X （電力量料金（円／kWh) +
燃料費調整単価（円／kWh))

イ 使用電力量は、記録型計量器により30分単位で計量し、算定期間におけるそ
の値の合計値(kWh)とします※3

ウ 電力量料金単価は、お客様との電気需給契約により定めます。

燃料費調整額
火力燃料 （原油 ・ 液化天然ガス ・ 石炭 ）の価格変動を電気料金に迅速に反映させるた
め、その増減に応じて、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。よって、燃料 調整

費の価格により、電気料金が変動することがあります。
燃料費調整額の算定条件が変更となり、値上がりする場合があります。また、燃料費調
整額には上限を設定していないため、地域の電力会社より高額になることがあります。
※上限を設定しているプランもあるため、詳しくは、オカでんHPをご参照ください。
https:/ /okamoto-homelife.com/adjust_ value/ 

燃料費調整額 算定方法
イ 平均燃料価格

原油換算値lキロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量およ
び価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃
料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。

平均燃料価格＝Axa+Bx/3+Cxy
A＝各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原袖価格
B＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C＝各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格

なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、 l

トン当たりの平均液化天然ガス価格および lトン当たりの平均石炭価格の単位は、1

円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
また、a、/3および yの値については、一般送配電事業者が公表する電気の供給に係
る約款等の規定により、一般送配電事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適
用される値といたします。

ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、 1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨
五入いたします。

言Jふ9 ＝（平均燃料価格ー基準燃料価格） X 
(2）の基準単価

1,000 
なお、基準燃料価格については、一般送配電事業者が公表する電気の供給に係る約
款等の規定により、一般送配電事業者がお客さまへ電気を供給した場合に適用され
る値といたします。

ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、
その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気
に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用
期間は、次のとおりといたします。
【平均燃料価格算定期間】 【燃料費調整単価適用期間】
毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の6月1日から6月30日までの期間
毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の7月1日から7月31日までの期間
毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の8月1日から8月31日までの期間
毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の9月1日から9月30日までの期間

約款該当条文

第15条

第20条

第21条



チェ＂”'I I 約款該当条文

毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の10月1日から10月31日までの期間

毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の11月1日から11月30日までの期間

毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の12月1日から12月31日までの期間

毎年8月1日から10月31日までの期間 翌年の1月1日から1月31日までの期間

翌年の2月1日から2月28 日までの期間（翌年が
毎年9月1日から11月30日までの期間 閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間）

毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の3月1日から3月31日までの期間

毎年11月1日から翌年の1月31日まで
の期間 翌年の4月1日から4月30日までの期間

毎年12月1日から翌年の2月28日まで
の期間（翌年が閏年となる場合は、
翌年の2月29 日までの期間 翌年の5月1 日から5月31日までの期間

二燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に口によって算定された燃料費調整単価
を適用して算定いたします。

(1)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1, 000 円変動した場合 の値とし、所轄の一般電気
事業者が公表する電気 の供給に係る約款等の規定により、一 般電気事業者がお客
さまへ電気を供給した場合に適用される値といたします。

(2) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、各月ごとに定めた燃料費調整単価をお客さまにお知らせいたします。

※ l 再生可能エネルギ ー 発電促進賦課金 とは、再生可能エネルギ ー の固定価格
買取制度に基づき再生可能エネルギ ーで発電した 電力 の買取に要した費用
を、電気を ご使用の お客様に、使用電力鼠に応じてご負担いただくものです。

※ 2 カ率は、その 1月のうち毎日午前 8時から午前 10時までの時間における平 均
力率とし、力率の 算 定は、所轄の 一 般送配電事業 者が設置した記録型計量
器により行います。

※ 3 計量器 の故障等によって使用電力量または 最大需要電力を正しく計測できな
かった場合、それらは お客様、 一 般送配電事業者および当 社 の 3者の協議に
よって定めます。

□ | 5． 料金の支払時期、方法、および延滞利息
(1) 支払時期

毎月の料金は月末日に締め切り、翌月に隣求させ ていただきます。決済日及び引落日は支払方法によって異なります。
(2) 支払方法

当社指定の支払方法の中からお選びいただけます。
(3)延滞利息

お客様が料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払い日までの期間の日数に応じ
て年10％の割合の延滞利息を申し受けます。料金支払いの遅延は解約事由に該当します。

(4) 延滞した場合
お客様が、支払期日を経過してなお料金を支払わない場合には、当社は、お客様に対し、当社指定または当杜指定代行菜者の
振込用紙の送付、もしくは霞子的手法で料金を請求いたします。この場合、お客様は、請求内容に記載されている指定期日まで
に料金を支払わなければなりません。また、当該謂求にかかる事務手数料が別途発生するため、当該請求もしくは翌月支払い
分の料金と合算してお支払いいただくことになります。当社は、お客様が当該請求内容に記載されている指定期日までに料金
をお支払いいただけない場合、電気寄給約款第43条（1)に碁づき、需給契約を解約することがあります。

第23条

第24条

第25条
第43条

□ | 6． 設偏工事等菰気供給に伴うお客様の負担事項
(1) 設備工事等の負担

契約霞力を新規契約または増加等させる際、当社と一般送配霞事業者との接統供給契約に基づき、お客様の需要地点におけ
る供給設備、引込線、計足器等については、原則として一般送配園事業者の負担で取り付けます。
ただし、接絣供給契約に基づき当社の負担とされる計歴器、変成器、二次側配線等がある場合にはお客様に負担していただきます。

(2) 用地の確保の協力
お客様におかれましては、供給設備のために必要な用地の確保等について協力していただきます。

(3) 実費精尊
お客様の都合によって需給開始に至らないで需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、要した費用の実費を申し受け
ます。当社が一般送配電事業者から託送供給等約款に基づく接続供給に係る料金及び工事代の精鉢金額の支払いを求めら
れている場合には、お客様は当社の請求に応じ、当該精箕金額に相当する金額を当社に支払うものとします。

第45条
第46条

第30条
第45条
第48条
第42条

和0• 約款該当条文

口 7.当社から契約の変更または解約に関する事項
(1)一般送配鼈事業者の料金変更に伴う当社の料金の改定 第39条

当社は 、 所轄の一般送配霞事業者の約款等の改定により一般送配霞事業者の料金が改定された場合は契約期間にかかわら
ず、需給契約における料金単価を変更することができるものとします。

(2)当社からの解約 第43条
当社は、本説明害8( 2 )記載の事由により契約を解除するほか、当社がお客様との契約をやむを得ず解約 する場合がございます。

(3) 契約解約に関わる追約金につい て 第 8 条

電力供給開始日から最終検針日が1年未満で需給契約 が終了する場合は、違約金と
して一律3,000円の支払い が発生します。ただし、お客様の責に帰さない事由により需
給契約が終了する場合は除きます。

口 8． 堪気供給の中止・祠限およびwJl:、解餘、損害賠償、免責について
(1)電気供給の中JI::•制限 第34条

一般送配砲事業者は、電気供給に必要な設備のトラプルなどにより、お客様に対して供給の中止や使用の制限などをする場合
がございます。

(2)'/Ii:気供給の停止、解約、免責 第31条
お客様の電気の使用方法が保安上の危険があること、もしくは電気工作物に問題があ る場合、不正な電気使用、 または電気料 第42条
金の支払いが行われない場合などの事由があるとき、一般送配鼈事業者は砲気の供給停止をする場合があります。 第43条
また、それらの事由が一般送配電事業者の定めた期日までに解消されない勘合は、需給契約を解除および損害賠償諸求をす 第37条
ることがあります。
なお解約や事故などによりお客様が電気を使用できない結果、損害が生じた場合であっても当社は貸任を負いません。

口 9． 所轄の一般送祝道事業者から当社およびお客様に求められる協力事項
(1)立入り許諾 第29条

小売供給を行うに当たり必要な供給設備、計最器等の工事、計量値の確認、保安作業、及び電気工作物の検査等を行うために （第
託

3送7約条
款） 一般送配電事業者など関係事業者が需要地点の敷地内などに立ち入 ることがあり、お客様におかれましては正当な理由がな

い限りこの立入りを承諾していただきます。
(2)停止作業時の処理

電気供給の停止作菜をする際、お客様の電気設備に適切な処理をするためにご協力いただきます。 第31条
(3)調整装悦、保護装慨の設骰依頼 第30条

お客様の電気の使用が、ほかのお客様の電気の使用や、一般送配電事業者の電気工作物に支障を及ぽすことがないよう、お客 （第
託

3送8約条
款） 様の負担で、必要な調整装骰または保護装悦を設骰いただく場合がございます。

(4)お客様からの通知
需要地点において霜気工作物に故節・異常が疑われる場合、またはお客様において供給設備に影響を与えるような工事・修繕 第51条
等を行う楊合において、お客様は、すみやかにその旨を一般送配電事業者および当社に通知していただきます。

(5)情報・データの提供およぴ連絡体制の構築 第52条
お客様は、当社と一般送配電事業者が接続供給契約を締結する際に、一般送配電事業者から当社に対し、お客様の最大需要 第53条
電力、同時同染用の30分毎使用篭力塁およびその他接紐供給契約に必要な情報・データを提供することにあらかじめ同意し
ていただきます。
お客様は、当社および一般送配鼈事業者と需給契約、接紐供給契約上、必要な連絡体制をとっていただきます。

口 10． 契約・約款変更、手続き期間の遵守
(1)約款、供給条件の変更 第 2 条

法令・条例・規則等の変更、一般送配電事業者の定める約款等が変更された場合、またはその他当社が供給条件の変更が必 第39条
要と判断した場合、当社は、電気需給約款・電気需給契約等の契約条件を変更することがあります。この揚合、契約期間満了前
であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給条件によります。

(2)手統き期間の遥守 第38条
お客様が、契約這力変更、設備変更、名義変更等を希望する場合、当社は、一般送配電事業者に対して所定の変更手続きを申 第39条
請し、その際は所定の手続期閥がかかります。そのため、お客様の変更申込みは、当社が規定する変更手絣き期閥を遵守してい 第40条
ただき、またそれ以降の変更申込みについてはお客様のご希望に添えない場合がございますので予めご了承顧います。
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